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我孫子市は

市民、市、事業者が力を合わせて

男女共同参画社会の実現をめざします

我孫子市男女共同参画条例から

男女雇用機会均等法から

我孫子市男女共同参画条例から

ポジティブ・アクションの必要性とその効果ポジティブ・アクションの必要性とその効果

男女雇用機会均等法から

Ⅰ 労働意欲、生産性の向上 ＊性にとらわれない公正な評価により活力を創出＊

　男性優位の企業風土を見直し、能力や成果に基づく公正な評価を徹底することは、

　女性社員の労働意欲と能力発揮を促すきっかけとなります。

Ⅱ 多様な人材による新しい価値の創造 ＊多様な個性による新たな発想＊

　多様な個性をもった人材を確保し、その能力を最大限に発揮させることは、

　新しい発想を生み出す可能性があります。

Ⅲ 労働力の確保 ＊労働者に選ばれる企業へ＊

　少子・高齢化の中、労働力不足が見込まれており、女性の活躍が期待されます。

　ポジティブ・アクションを積極的に実施する企業は、働きやすく、男女に関わりなく公正に評価

　される企業として認知され、選ばれることとなり、幅広い高質の労働力の確保が期待できます。

Ⅳ 企業イメージの向上 ＊人を大切にするというイメージの獲得＊

　ポジティブ・アクションを実施し、社員の能力発揮と育成に積極的に取り組む企業姿勢は、

　発展が期待できる企業として、顧客や株主、取引先等の利害関係者から信頼され、

　好意的に評価されることになります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（厚生労働省ホームページよりhttp://www.mhlw.go.jp）

仕事と家庭の両立を支援する事業主や事業主団体に対する助成金

市民の責務

第５条　市民は、互いの権利を認め合い、家庭、地域、学校、職場その他あらゆる場において男女

　共同参画の推進に努めるものとする。

市の責務

第６条　市は、基本的考え方に基づき、男女共同参画の推進に関する施策を策定し、当該施策を総

　合的かつ計画的に実施するものとする。

２　市は、男女共同参画の推進に当たって、機会が平等でなかったことにより男女間に格差が生じ

　ている場合に、必要な範囲において、男女のいずれか一方に対し、当該格差を改善するための機

　会を積極的に提供するものとする。

３　市は、男女共同参画の推進に当たっては、国及び他の地方公共団体と連携を図るとともに、市

　民及び事業者と協働するものとする。

事業者の責務

第７条　事業者は、基本的考え方について理解を深め、その事業活動において、男女共同参画の推

　進に努めるとともに、職場における活動と家庭生活における活動その他の活動とを両立できる職

　場環境を整備するよう努めるものとする。

積極的改善措置（ポジティブ・アクション）

　働く女性が充実した職業生活を送るためには、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働基

準法などが遵守されなければなりません。しかしながら、これらの法の遵守だけでは、女性の職場

においてはその能力を十分に発揮できるとは限りません。社会に根ざす固定的役割分担意識に基づ

く慣行や通念から生ずる格差が存在し、企業においても同様に、過去の経緯から女性が活躍しにく

い状況や慣行が存在しています。このような雇用の場における事実上の格差を解消するための積極

的改善の取組をポジティブ・アクションといいます。

　男女雇用機会均等法第20条では、女性の能力発揮の促進について、企業が積極的かつ自主的に取

り組むこと（ポジティブ・アクション）ができるように、国が援助できる旨、規定されています。

財団法人21世紀職業財団では、仕事と家庭の両立を図る労働者を支援する事業主や事業主団体へ、

以下の助成金を支給しています。

お問い合せは 財団法人21世紀職業財団千葉事務所へ　  043－225－2295　http://www.jiwe.or.jp

ベビーシッター等
費用補助コース

労働者が育児・介護のサービスを利用する際に要した費用の

補助を行ったとき

代替要員確保コース
育児休業取得者の代替要員を確保し、

育児休業取得者を原職等に復帰させたとき

子育て期の柔軟な働き方
支援コース

小学校の就学前の子を養育する労働者が短時間勤務等の

柔軟な働き方ができる制度を設け、利用者が生じたとき

男性労働者育児参加
促進コース

男性の育児参加を促進する

モデル的な取組を実施したとき

休業中能力アップコース

育児休業または介護休業を取得した労働者が、

スムーズに職場に復帰できるような

プログラムを実施したとき

事業所内託児施設
設置・運営コース

事業所内に労働者のための託児施設を設置運営したとき




